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台風第２４号の接近に伴う措置について

　日頃から，本園教育活動にご理解・ご支援を頂きありがとうございます。
平成３０年９月２８日午前５時並びに６時４４分の京都地方気象台の発表では，台風第２４号は，９月３０日午後に近畿地方にかなり接近し，京都府では大荒れの天気となるおそれがあり，また，大雨警報は９月３０日，１０月１日に，暴風警報は９月３０日に発表される可能性が「高」とされています。
こうした状況から，１０月１日（月）には，台風第２４号は京都府を通過している可能性が高いと見込まれ，臨時休業等の措置についてもこれまでどおり，下記１に基づく措置といたしますので，よろしくお願いいたします。
但し，今後の気象台からの発表状況等を踏まえ，教育委員会からの通知等に基づき臨時的措置を行う場合や，台風の影響による学校施設や通学路への影響状況を踏まえ，本校独自に臨時的措置を行う場合がございます。

こうした場合の状況については，本校ホームページ等を活用して周知いたしますので，ご確認頂きますようお願いいたします。
また，各家庭におかれましても，今後の京都域の気象状況について，テレビ，ラジオ，インターネット等の情報にご留意頂きますようお願いいたします市。

記
　「台風などに対する非常措置について」
１　特別警報について
（1）登園前に発令された場合は，「特別警報」が解除されるまでは，命を守る行動を取ることを優先し，登園を見合わせ，自宅待機させてください。

　　・降園後「特別警報」が発令された場合は，翌日は臨時休業となります。　
（2）保育時間中に「特別警報」が発令された場合は休園となります。ご自身の安全に十分気をつけていただき，なるべく早く，迎えにきていただきますようお願いいたします。
なお，不測の事態においては保護者と連絡がとれるまで幼稚園にて留め置くことといたします。
２　暴風警報について

（1）登園前に発令された場合は，「暴風警報」が解除されるまでは，登園を見合わせ，自宅待機させてください。

・京都市に午前７時現在「暴風警報」が発令されている時は，臨時休業といたします。

(2)「暴風警報」が解除になった場合は，次のような措置をとりますので，テレビやラジオ等の報道にご注意ください。

　　１　午前８時までに解除になった場合は，平常通り登園してください。

２　午前９時までに解除になった場合は，９時４０分から保育を開始します。
３　午前１０時までに解除になった場合は，１０時４０分から保育を開始します。

　４　午前１０時現在，警報発令中の場合は，臨時休業となります。
（3）保育時間中に「暴風警報」が発令された場合は，迎えにきていただくことになります。連絡がとれるようにしていただきますようお願いいたします。

なお，不測の事態においては保護者と連絡がとれるまで幼稚園にて留め置くことといたします。
✿　幼稚園と小学校では実態が異なるため，非常措置の講じ方に違いがありますのでご了承ください。






















